
　会社員が仕事中に犯罪による被害を受けた場合には、労災保険による補償が
行われますが、このような場合であっても給付金は支給されますか。

加害者から損害賠償を受けた場合、給付金は支給されますか。

交通事故によって被害を受けた場合には、給付金は支給されますか。

　重傷病給付金の支給対象となる「精神疾患に関し、PTSD等で3日以上労務に服す
ることができない程度」とは、誰がどのように判断しますか。

故意の犯罪行為による被害であれば、どのような場合でも給付金が支給されますか。

○損害賠償を受けた人の氏名・住所・犯罪被害者との続柄　　○損害賠償を受けた年月日
○損害賠償をした人の氏名・住所・職業・加害者との関係　　○受領した損害賠償額・その内訳
　なお、支給額に関係するため、加害者側と示談等を行う場合には、事前に申請先まで連絡してください。

※損害賠償を受けたときは、必ず、次の事項を都道府県公安委員会（以下「申請先」といいます。）に届け出てください。

　労働者災害補償保険法その他の法令により公的な支給が行われる場合には、その他の法令による給付金の額と
調整されます（補償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支給されません。）。

　給付金が支給された後、加害者に対して国から請求しますか。

　国は、給付金の支給により請求権を取得した場合、法令に基づき、原則として加害者に対して請求します。
　なお、加害者への請求額に関係する可能性があるため、加害者側と示談等を行う場合には、事前に申請先の都道府県
公安委員会まで連絡してください。
　P5「債権管理法に基づく国の手続」も参照してください。

　犯罪被害を原因として犯罪被害者又は遺族が損害賠償を受けた場合、給付金の額から受領した損害賠償の額
を差し引いた額が支給されます（損害賠償の額が給付金の額よりも大きい場合、給付金は支給されません。）。

　この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害には、給付金
は支給されません。
　なお、交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることとなります。

す。また、必要に応じて医師からの聞き取りを行う場合もあります。

両足の足指の全部を失つたもの
一下肢の用を全廃したもの

一下肢を足関節以上で失つたもの
一上肢を手関節以上で失つたもの

　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することがで
きないもの

一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する
ことができないもの

一上肢の用を全廃したもの


